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感染症対応についてのお願い 

 日頃の保育にご理解とご協力いただき、大変感謝申し上げます。この度感染症対

策について見直しを行いました。 

以下の感染症と診断された際は、登園再開時に登園許可証明書または登園届をお

持ちください。よろしくお願い致します。 

 

① 登園許可証明書（医師が記入）が必要な疾患 

・麻疹（はしか）  

・風疹 

・水痘（水疱瘡） 

・流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ、ムンプス） 

・結核 

・咽頭結膜炎（プール熱） 

・流行性角結膜炎 

・百日咳 

・腸管出血性大腸菌感染症 

（O157、O２６、O111） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

② 登園届（保護者が記入）が必要な感染症 

 

・新型コロナウィルス 

・インフルエンザ 

・マイコプラズマ肺炎 

・伝染性紅斑（りんご病） 

・ウィルス性胃腸炎 

（ノロウィルス、ロタウィルス） 

・ヘルパンギーナ 

・RSウィルス感染症 

・帯状疱疹 

・突発性発疹 

・手足口病 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・登園許可証明書や登園届は、同時に配布する書面のコピーまたはみらいっこ HP（後日掲載）

のデータをプリントし、使用してください。 

登園再開までの流れ 

登園再開までの流れ 

①病院にて感染症の診断を受ける

②保育園へ連絡し自宅療養

③症状回復後、再度病院を受診し

医師により登園許可証明書を記入

④登園再開当日に登園許可証明書を提出

①病院にて感染症の診断を受け

医師と登園再開の基準を確認

②保育園へ連絡し自宅療養

③症状回復後、

保護者により登園届を記入

④登園再開当日に登園届を提出


